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(57)【要約】
【課題】ポリリン酸アンモニウムを難燃剤として配合した難燃性ポリエステル繊維を提供
する。
【解決手段】ポリリン酸アンモニウム０．１～１０質量％と熱可塑性ポリエステル樹脂９
９．９～９０質量％とを含むポリエステル樹脂組成物を用いて得られる難燃性ポリエステ
ル繊維である。さらにカーボンブラックなどの着色剤を配合してもよい。この樹脂組成物
を溶融混合することで力学的強度に優れる難燃性繊維、さらに難燃材を得ることができる
。特に、ポリエステル樹脂として廃棄ポリエステルを使用すれば、マテリアルリサイクル
にも貢献する。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ポリリン酸アンモニウムと熱可塑性ポリエステル樹脂とを含む難燃性ポリエステル樹脂
組成物を、溶融紡糸して得た繊維であって、該ポリエステル樹脂含有量が繊維重量を基準
としてそれぞれポリリン酸アンモニウムを０．１～１０質量％、ポリエステル樹脂を９９
．９～９０質量％含有することを特徴とする難燃性繊維。
【請求項２】
　ポリリン酸アンモニウムの分解温度が、２７０℃以上である、請求項１に記載の難燃性
繊維。
【請求項３】
　乾式法で引き取り速度３５０～１０００ｍ／ｍｉｎ、紡糸温度２００～３００℃で溶融
紡糸して得た繊維である、請求項１または２に記載の難燃性繊維。
【請求項４】
　前記樹脂組成物１００重量部と、着色剤０．０２～５重量部とを含有し、該ポリエステ
ル樹脂含有量が繊維重量を基準として、それぞれポリリン酸アンモニウムを０．１～１０
質量％、着色剤を０．０２～５重量部ポリエステル樹脂を９９．８８～８５質量％含有す
ることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の難燃性繊維。
【請求項５】
　前記着色剤が、カーボンブラックである請求項４に記載の難燃繊維。
【請求項６】
　請求項１ないし５に記載の難燃性繊維を５～１００質量％含有する難燃材。
【請求項７】
　該難燃材が、自動車用内装材として使用されるものである、請求項６に記載の難燃材。
【請求項８】
　分解温度が２７０℃以上のポリリン酸アンモニウムまたは前記ポリリン酸アンモニウム
を含有するマスターバッチ、熱可塑性ポリエステル樹脂、および着色剤を含有するマスタ
ーバッチを溶融混合し、次いで溶融紡糸することを特徴とする、請求項１～５のいずれか
１項に記載の難燃性ポリエステル繊維の製造方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ポリリン酸アンモニウムを難燃剤として配合した難燃性ポリエステル繊維、
これを用いた難燃材および難燃性ポリエステル繊維の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　優れた力学的性質を有し、繊維、フィルム、その他のプラスチック成形物として広範囲
に利用される有用な素材として、ポリエチレンテレフタレートがある。しかしながら、燃
焼しやすいという欠点を有しており、近年火災に対する認識の高まりに伴い、難燃化が強
く要望されている。
【０００３】
　このようなポリエステルを難燃化する試みは、従来から種々検討されており、繊維、フ
ィルムなどの成形時に難燃剤を練り混む方法、成形物に難燃剤を後処理する方法、難燃剤
を共重合法により添加配合せしめる方法などが知られている。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、有機リン化合物をポリマー中のリン含有量が１．０質量％に
なるように共重合させたポリエステルであって、反応終了後生成物を加水分解した後エポ
キシ化合物と反応させ末端酸価を１０未満としたオリゴマーを、繊維全体のリン含有量が
０．４～２．０質量％になるように添加配合した高難燃性ポリエステル繊維が開示されて
いる。また例えば、特許文献２では、熱可塑性樹脂で被覆されたポリリン酸アンモニウム
含有物質を、紡糸後の繊維製品を処理工程で含有させた難燃性繊維製品が、また特許文献
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３にはメラミン被覆したポリリン酸アンモニウムを紡糸後の繊維製品に後処理工程で含有
させた難燃繊維が開示されている。さらに、特許文献４には、ポリリン酸化合物とシリコ
ーン系樹脂との複合粒子から成るポリリン酸系難燃剤を繊維に固着してなる難燃性繊維製
品が開示されている。
【特許文献１】特開平８－１２７９１８号公報
【特許文献２】特開２００１－２６２４６６号公報
【特許文献３】特開平９－３１０２７２号公報
【特許文献４】特開２００６－６３４６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１のような共重合法では、ポリエステル合成の際に共重合可能
なリン化合物を使用するため、高価な化合物を難燃剤として使用する必要があり、不経済
であり、ポリエステル樹脂そのものを合成する段階で難燃剤を配合する必要があり、使用
後の熱可塑性ポリエステル樹脂製品を再使用して難燃性の熱可塑性ポリエステル樹脂を製
造することなどは困難である。
【０００６】
　また、特許文献２～４のように、ポリエステル繊維を紡糸した後に難燃化処理する方法
では処理が煩雑であったり、不均一であったり、又繊維の風合いを粗硬にしたり、洗濯な
どで難燃性が低下したりする等の種々の欠点を有する場合がある。難燃化処理が不均一で
は十分難燃効果を得ることはできず、使用時の安全性も害される。
【０００７】
　更に、難燃性ポリエステル繊維を得る場合に、熱可塑性ポリエステル樹脂自体に難燃剤
を配合してそれを製造する方法では、難燃効果を向上させるため難燃剤の配合量が多いと
紡糸時に難燃剤が昇華、または繊維の機械的特性を著しく低下させる場合がある。
【０００８】
　従って、優れた力学的性質を有するポリエステルを容易に難燃化することができる方法
、特に熱可塑性ポリエステル繊維に必要な難燃化ポリエステル樹脂組成物が求められる。
【０００９】
　一方、このような難燃性ポリエステル繊維は、カーテン、展示用合板などの高層建築物
、じゅうたん、壁装材、旅客機のカーペット、カーテン、座席、クッションなどの内装材
、自動車内装材、鉄道車両内装材、船舶用品、寝具類、防炎頭巾、衣類等、広範囲に使用
することができる。
【００１０】
　難燃剤として有機リン系化合物のほかに臭素系、塩素系などのハロゲン系化合物が使用
されているが、燃焼時の問題がある。すなわち、難燃剤としてハロゲン系化合物を使用し
たものを燃焼しまたは焼却する時には、一般に環境汚染物質として注目されているダイオ
キシンを発生させる。
【００１１】
　加えて、難燃性材料はその耐久性も求められる。耐久性に優れる結果、廃棄量自体を減
少させ、焼却処理による二酸化炭素の発生なども有効に抑制することができるからである
。また、同時に従来の資源を再利用できれば、焼却処分される対象物のマテリアルリサイ
クルを可能とし、環境保全に寄与すると共に経済的にも有利である。特に、近年の容器包
装リサイクル法によって回収された資源が有効利用できなければ回収の意味もない。そこ
で、環境保全の観点からも既存の資源を利用して簡便に難燃性繊維を得る方法が望まれる
。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明者らは、熱可塑性ポリエステル樹脂と難燃剤との組み合わせを詳細に検討した結
果、少量のポリリン酸アンモニウムを配合することで優れた難燃効果が得られること、お
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よび製品廃棄燃焼時の安全性を確保できること、加えて耐光性に優れる難燃材が得られる
ことを見出して本発明を完成させた。すなわち、本発明は、以下の（１）～（８）を提供
するものである。
【００１３】
　（１）ポリリン酸アンモニウムと熱可塑性ポリエステル樹脂とを含む難燃性ポリエステ
ル樹脂組成物を溶融紡糸して得た繊維であって、該ポリエステル樹脂含有量が繊維重量を
基準としてそれぞれポリリン酸アンモニウムを０．１～１０質量％、ポリエステル樹脂を
９９．９～９０質量％含有することを特徴とする難燃性繊維。
【００１４】
　（２）ポリリン酸アンモニウムの分解温度が、２７０℃以上である、上記（１）記載の
難燃性繊維。
【００１５】
　（３）乾式法で引き取り速度３５０～１０００ｍ／ｍｉｎ、紡糸温度２００～３００℃
で溶融紡糸して得た繊維である、上記（１）または（２）記載の難燃性繊維。
【００１６】
　（４）前記樹脂組成物１００重量部と、着色剤０．０２～５重量部とを含有し、該ポリ
エステル樹脂含有量が繊維重量を基準としてそれぞれポリリン酸アンモニウムを０．１～
１０質量％、着色剤を０．０２～５重量部ポリエステル樹脂を９９．８８～８５質量％含
有することを特徴とする上記（１）～（３）のいずれか１つに記載の難燃性繊維。
【００１７】
　（５）着色剤が、カーボンブラックである、上記（４）に記載の難燃繊維。
【００１８】
　（６）上記（１）ないし（５）に記載の難燃性繊維を５～１００質量％含有する難燃材
。
【００１９】
　（７）　該難燃材が、自動車用内装材として使用されるものである、上記（６）記載の
難燃材。
【００２０】
　（８）分解温度が２７０℃以上のポリリン酸アンモニウムまたは前記ポリリン酸アンモ
ニウムを含有するマスターバッチ、熱可塑性ポリエステル樹脂、およびカーボンブラック
などの着色剤を含有するマスターバッチを溶融混合し、次いで溶融紡糸することを特徴と
する、上記（１）～（５）のいずれか１つに記載の難燃性ポリエステル繊維の製造方法。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、難燃性、耐光堅牢性に優れる難燃性ポリエステル繊維、難燃材が得ら
れる。特にポリリン酸アンモニウムを使用することで、難燃性に優れた樹脂組成物が得ら
れるのみならず、難燃性繊維、難燃材の製造工程、さらにこれを焼却処分した場合でもホ
スフィン等の発生がなく安全性に優れる。
【００２２】
　しかも、樹脂組成物にカーボンブラックなどの着色剤を配合することで着色でき、これ
を布帛として難燃性の暗幕等に使用することができる。
【００２３】
　特に、ポリエステル樹脂組成物に難燃剤を配合すると繊維化が困難となる場合が多いが
、本発明ではポリリン酸アンモニウムのマスターバッチを使用することでポリエステルと
ポリリン酸アンモニウムとの相溶性を増し、安定な樹脂組成物が得られると共に、機械的
物性に優れるポリエステル繊維を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　本発明は、ポリリン酸アンモニウムと熱可塑性ポリエステル樹脂とを含む難燃性ポリエ
ステル樹脂組成物を溶融紡糸して得られた繊維であって、該ポリエステル樹脂含有量が繊
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維重量を基準としてそれぞれポリリン酸アンモニウムを０．１～１０質量％、ポリエステ
ル樹脂を９９．９～９０質量％含有することを特徴とする難燃性繊維である。
【００２５】
　本発明は、難燃剤として用いるポリリン酸アンモニウムは、下記一般式；
【００２６】
【化１】

【００２７】
で表される化合物である。分解温度をＤＳＣ分析において５％重量減がおこる温度と定義
する。本発明に用いられる難燃剤は、リン酸エステル基とアンモニウム基との相乗効果に
よって高い難燃性を発揮できる。前記化合物の分解温度は２５０℃以上であるが、特に好
ましくは、２７０℃以上である。分解温度の上限は特に制限されるものではないが、一般
に、分解温度は重合度ｎと共に増加することが知られており、重合度の高いものが好まし
い。したがって、上記ポリリン酸アンモニウムとして製造可能な最も高い重合度のものが
、当該分解温度の上限値といえる。また、重合度が高くなると、架橋や分岐を持つように
なる。本発明におけるポリリン酸アンモニウムは通常、粉体のものが用いられ、粉末平均
粒径は３０μｍ以下であることが好ましく、より好ましくは該粉末平均粒径１０μｍ以下
である。粉末平均粒径が３０μｍ以下であれば、ポリリン酸アンモニウムをそのまま熱可
塑性ポリエステル樹脂に混合し、均一に分散することができ、この際、粒径が小さいほど
分散性は良くなる。したがって、粉末平均粒径の下限に関しては、特に制限されるもので
はない。なお、上記粉末では、粒度分布が上記平均粒径以下で均一であることが望ましく
、篩い分けなどにより、所定のメッシュサイズ、例えば、２種のメッシュサイズの篩を用
いて粒度分布の狭く、粒径が揃ったものに調整されたものなどを利用してもよい。また、
ポリリン酸アンモニウムを採用したのは、赤リンやリン酸エステルよりも少量添加で難燃
効果に優れるためでもある。
【００２８】
　次に本発明で使用する熱可塑性ポリエステル樹脂について説明する。本発明で使用する
熱可塑性ポリエステル樹脂としては特に制限はなく、熱可塑性であればその構成成分を問
わずいずれのポリエステル樹脂も使用することができる。本発明は、ポリリン酸アンモニ
ウムを配合することで極めて優れた難燃性をポリエステルに付与しうることを見出したも
のだからである。従って、得られた難燃性ポリエステル樹脂組成物をフィルム、シート、
積層板、発泡体などに成型し、または射出、ブローインフレーション法などにより所望の
形状に成形して使用することができる。しかしながら、特に該樹脂組成物を用いて紡糸し
繊維とできることが好ましい。繊維となれば、その後に布帛やフェルトに成形することが
でき、特に内装材などとして利用しやすいからである。このため、紡糸可能なポリエステ
ル樹脂にできることが好ましい。なお、紡糸は湿式、乾式に限られない。また、熱可塑性
ポリエステル樹脂に限ったのは、熱可塑性であれば廃棄ポリエステルを再利用することが
できるからである。
【００２９】
　このような熱可塑性ポリエステル樹脂を構成するジカルボン酸成分としては、テレフタ
ル酸、イソフタル酸、２，６－ナフタレンジカルボン酸、１，５－ナフタレンジカルボン
酸、４，４’－ジフェニルジカルボン酸、ビス－（４－カルボキシフェニル）スルフォン
、１，２－ビス（４－カルボキシフェニル）エーテル、１，２－ビス（４－カルボキシフ
ェニル）スルホン、１，２－ビス（４－カルボキシフェニル）エタン、５－ナトリウムス
ルホイソフタル酸、ジフェニル－ｐ，ｐ’－ジカルボン酸、ｐ－フェニレンジ酢酸、ジフ
ェニルオキシド－ｐ，ｐ’－ジカルボン酸、ｔｒａｎｓ－ヘキサヒドロテレフタル酸及び
それらのアルキルエステル、アリールエステル、エチレングリコールエステルなどが挙げ
られる。一方、グリコール成分としては、エチレングリコール、ブチレングリコール、１
，２－プロピレングリコ－ル、１，４－ブタンジオール、トリメチレングリコール、１，
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６－ヘキサンジオール、１，４－シクロヘキサンジオール、ネオペンチルグリコール、１
，４－シクロヘキサンジメタノールや、ビスフェノールＡ、ビスフェノールＳ及びそのエ
チレングリコール、ポリエチレングリコール付加体、ジエチレングリコール、ポリエチレ
ングリコールなどが挙げられる。本発明では、該ポリエステル樹脂組成物をその後に所望
の形状に成形して使用できるが、特に繊維に紡糸する場合には、ポリエチレングリコール
、ポリブチレングリコールなどであることが好ましい。
【００３０】
　また、本発明では、該熱可塑性ポリエステルとして使用後に廃棄されたものや、工業製
品を製造する際の端材を利用することもできる。なお、本願において、廃棄ポリエステル
樹脂とは、使用済みポリエステル樹脂、使用前であるが規格外れ品であって、製品として
使用されないものなど、製品以外のポリエステル樹脂を広く含むものとする。このような
廃棄ポリエステル樹脂としては、合繊メーカー、フィルムメーカー、ペットボトル製造業
、ポリエステル重合メーカーからでる端材や基準グレードを下回るポリエステル樹脂、一
般廃棄物の容器包装リサイクル法によって得られるポリエステル樹脂が例示できる。これ
により本来廃棄され、または焼却処理の対象となるべき廃材をマテリアルリサイクルする
ことができるからである。
【００３１】
　本発明で用いられる難燃性ポリエステル樹脂組成物では全ての難燃性ポリエステル樹脂
がこのような廃棄ポリエステル樹脂であっても何ら差し支えない。むしろ全ての熱可塑性
ポリエステル樹脂が使用済みのものなどであれば、廃材を原料成分として有効利用できる
と共に、本来焼却されるものを焼却せずに済むため、二酸化炭素の発生などを防止し、環
境保全に寄与することができる。
【００３２】
　本発明に用いられる難燃性ポリエステル樹脂組成物では、ポリリン酸アンモニウムを０
．１～１０質量％、より好ましくは１～８質量％と、可塑性ポリエステル樹脂９９．９～
９０質量％、より好ましくは９９～９２質量％とを含む難燃性ポリエステル樹脂であるこ
とが好ましい。ポリリン酸アンモニウムが０．１質量％を下回ると難燃性を付与すること
が困難で、その一方、１０質量％を超えるとその後に紡糸することが困難となるからであ
る（後述する表１の比較例４参照）。すなわち、上記範囲のポリリン酸アンモニウムを樹
脂組成物に配合することで、難燃性に優れると共に紡糸性に優れる繊維が得られる。
【００３３】
　本発明に用いられる樹脂組成物は、上記樹脂組成物１００重量部に対して更にカーボン
ブラックなどの着色剤０．０２～５重量部、より好ましくは０．５～３重量部を含有させ
てもよい。例えば、着色剤としてカーボンブラックを配合することで、紡糸した繊維に耐
光堅牢性を付与することができる。特に難燃材として自動車内装材に使用されると、常に
光による劣化を受けるため耐光性は極めて重要な要素となる。本発明では、カーボンブラ
ックを配合することで難燃性繊維の褪色を防止し、同時に繊維自体に耐光堅牢性を付与で
きることを見出した。また、カーボンブラックによる着色により、例えば遮光用の暗幕等
として使用することもできる。その他、仕様用途によって、カーボンブラックの替わり、
または、併用して着色剤を使用することができる。着色剤を使用することによって、該繊
維の色づけが可能となる。ここに好ましいカーボンブラックなどの着色剤の配合量として
０．０２重量部以上としたのは、これを下回ると着色が不充分となるからである。その一
方、５重量部以下としたのは、これを超えても目的とする着色の程度は変わらず、むしろ
その後の紡糸が困難となるからである。また、カーボンブラック以外の着色剤としては、
例えば、アゾ、アンスラキノン、キナクリドン、シアニングリーン、チタンイエロー、フ
タロシアニン、α型フタロシアニン、β型フタロシアニン、ペリノン、ベリレン、ポリア
ゾ、群青、合成金属化合物、酸化鉄、弁柄、酸化チタン、アナターゼ酸化チタン、ルチル
酸化チタン、及びこれら着色剤の混合物、ジオキサジンなどがあり、着色剤の種類によっ
て難燃性繊維に所望の色づけができる。
【００３４】
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　本発明に用いられる難燃性ポリエステル樹脂組成物は、ポリリン酸アンモニウムと、熱
可塑性ポリエステル樹脂との割合が、これらの全量１００質量％に対して上記割合を満た
せばよく、これにカーボンブラックなどの着色剤、またはこれに加えて更に他の添加物を
含ませることもできる。このような添加物としては、炭酸カルシウム、タルク等の遅燃剤
、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、酸化アンチモン、炭酸ナトリウムおよびこ
れらの混合物などの他の難燃剤、フタル酸エステル、リン酸エステル、脂肪族カルボン酸
などの可塑剤、無機塩、金属石鹸などの安定剤、アルキルフェノール、アルキレンビスフ
ェノールなどの抗酸化防止剤、サリチル酸エステル、ベンゾトリアゾール、ヒドロキシベ
ンゾフェノン等の紫外線吸収剤などがある。
【００３５】
　本発明に用いられる難燃性ポリエステル樹脂組成物では、特に酸化アンチモンや水酸化
アルミニウムを併用すると、難燃性を増すことができ好ましい。これらの配合量は、本発
明の樹脂組成物１００重量部に、水酸化アルミニウムまたは酸化アンチモンを０．１～５
重量部、より好ましくは０．１～４重量部、特には０．１～３重量部含有してもよい。０
．１重量部を下回ると併用効果が発揮されず、その一方、５重量部を超えても難燃性は変
わらず、その一方、紡糸が困難になるからである。
【００３６】
　本発明に用いられる樹脂組成物を調製するには、難燃剤として、ポリリン酸アンモニウ
ムのマスターバッチを使用することが好ましい。例えば、予めマスターバッチ基材にポリ
リン酸アンモニウムを含有するマスターバッチを調製し、これに熱可塑性ポリエステル樹
脂を混合溶融して調製する。また、樹脂組成物に、カーボンブラックなどの着色剤を含ま
せる場合には、予めポリリン酸アンモニウムを含有するマスターバッチと、熱可塑性ポリ
エステル樹脂、およびカーボンブラックなどの着色剤を含有するマスターバッチを調製し
、両者を混合する。マスターバッチとポリエステル樹脂とを溶融混合するには特別の方法
を採用する必要はない。例えば、溶融前の夫々のチップを混合後溶融しても良いし、両者
を別々に溶融した後紡糸直前にスタティックミキサー等を用いて静的に混合してもよい。
【００３７】
　なお、マスターバッチを使用する際には、ポリリン酸アンモニウムを該マスターバッチ
中に５～４０質量％、より好ましくは１０～３０質量％含有することが好ましい。５質量
％を下回ると、ポリリン酸アンモニウムの配合量が少なくマスターバッチを使用する意義
が薄れ、その一方、４０質量％を超えるとマスターバッチの調製自体が困難になるからで
ある。マスターバッチに使用する樹脂としては、熱可塑性樹脂であってポリエステル樹脂
組成物中に配合された後に、該樹脂組成物の特性を失わないものであれば特に制限なく使
用でき、最も好ましいのは熱可塑性ポリエステル樹脂であり、その中でもポリエチレンテ
レフタレート系ポリエステルやポリブチレンテレフタレート系ポリエステルを主成分とし
て含むものである。なお、このようなマスターバッチは市販品を使用することができる。
【００３８】
　また、カーボンブラックなどの着色剤のマスターバッチは、カーボンブラックなどの着
色剤を該マスターバッチ中に５～６０質量％、より好ましくは１０～３５質量％、特には
２０～３０質量％含有するものである。５質量％を下回ると、カーボンブラックなどの着
色剤の配合量が少なく所望の色を得ることができず、その一方、６０質量％を超えるとカ
ーボンブラックなどの着色剤を均一に混合することが困難になるからである。
【００３９】
　この際、該マスターバッチにおいて、かかるカーボンブラックなどの着色剤を配合する
樹脂としては、ポリエチレンテレフタレート系ポリエステルが好ましい。このポリエステ
ルは、特に該ポリエステルを構成する全酸成分を基準としてイソフタル酸が５～２０モル
％共重合されているものがよい。イソフタル酸の共重合割合が５モル％未満の場合には、
得られる繊維の物性低下を招いたり、製糸時の糸切れ等のトラブルを増加させる場合があ
るので好ましくない。一方、イソフタル酸の共重合割合が２０モル％を越える場合には、
得られる原着糸の物性が低下したり、着色斑が発生し易くなる場合があるので好ましくな
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い。なお、上記ポリエチレンテレフタレート系共重合ポリエステルは、イソフタル酸成分
以外の共重合成分を全酸成分を基準として５モル％以下の範囲でさらに共重合されていて
もよく、具体的には、二塩基酸として、アジピン酸、セバシン酸、ナフタリンジカルボン
酸、フタル酸、グリコール成分としてプロピレングリコール、ブチレングリコール、ジエ
チレングリコール等を挙げることができる。このようなマスターバッチを使用すると、カ
ーボンブラックなどの着色剤がイソフタル酸共重合ポリエチレンテレフタレート中にあら
かじめ分散されているため、カーボンブラックなどの着色剤の周辺は主にイソフタル酸共
重合ポリエチレンテレフタレートで取り囲まれた構造となる。その結果、ポリエチレンテ
レフタレート中にはカーボンブラックなどの着色剤による増粘効果があまり作用せず、一
方イソフタル酸共重合ポリエステル中ではイソフタル酸成分の減粘効果によりカーボンブ
ラックなどの着色剤の増粘効果が減じられ、全体としてはドリップ効果が向上して防炎性
能が向上する。しかしながら本発明では、マスターバッチを使用する場合にこのような樹
脂に限られず、目的とする樹脂組成物の特性を損なわないものであれば、いずれも使用で
きる。なお、他の添加剤を配合する場合には、公知の方法によって該樹脂組成物中に混合
することができる。
【００４０】
　本発明は、上記記載の難燃性ポリエステル樹脂組成物を溶融紡糸して得た繊維であって
、該ポリエステル樹脂含有量が繊維重量を基準としてポリリン酸アンモニウムを０．１～
１０質量％、カーボンブラックなどの着色剤を０．０２～５質量％、ポリエステル樹脂を
９９．８８～８５質量％含有することを特徴とする難燃性繊維である。
【００４１】
　なお、該難燃性繊維は、上記樹脂組成物を公知の溶融紡糸方法によって繊維化して得る
ことができる。その際の断面形状は任意であり、丸断面繊維、異形断面繊維、中空繊維い
ずれであってもよい。
【００４２】
　また、該難燃性繊維において、ポリリン酸アンモニウムが０．１質量％以上としたのは
、これを下回るとポリリン酸アンモニウムなどを配合して難燃材を調製する場合に難燃効
果が少なく、その一方、１０質量％以下としたのはこれを超えるとポリリン酸アンモニウ
ムの配合量が多すぎるために糸切れが多くなり、繊維としての特性に欠けるからである。
同様に、カーボンブラックなどの着色剤が０．０２重量部以上としたのは、これを下回る
と着色が不充分となるからである。その一方、カーボンブラックなどの着色剤が５質量％
以下としたのは、５質量％を超えても糸切れが増え、かつ耐光堅牢性の付与に差がないか
らである。すなわち、本発明の難燃性繊維は難燃剤の添加量を少なくし、かつカーボンブ
ラックなどの着色剤の配合によって耐光堅牢性を付与し、同時にポリエステル繊維の機械
的特性を損なうことなく繊維化した難燃性繊維である。
【００４３】
　このようにして得られる本発明の難燃性繊維は、短繊維またはフィラメント等の繊維綿
を使用し、または該繊維綿を単に圧縮してフェルトとして使用し、またはそのまま難燃性
充填材として使用することができる。この際、本発明の難燃性繊維の太さは、１．０～６
６０デシテックスであることが好ましく、より好ましくは３．３～３３０デシテックス、
特に好ましくは５．０～１７．０デシテックスである。１．０デシテックスを下回る太さ
とすると糸切れが生じる場合があり、その一方６６０デシテックスを超えると、剛性によ
って加工しづらいからである。また、このような短繊維またはフィラメントを単独または
他の繊維と併用して従来公知の方法で製織したり製編して布帛としてもよい。例えば、難
燃性繊維糸を緯糸に用い、一方通常の白色ポリエステル延伸糸を経糸に用いた朱子織、ま
たは一方の面に難燃性繊維糸が配される二重織にして、布帛としてもよい。
【００４４】
　本発明の第二は、上記難燃性繊維を５～１００質量％含有する難燃材である。難燃材と
しては、上記の難燃性繊維やこれからなるフェルト、布帛、繊維綿等を用いて調製できる
。この際、該難燃材には、難燃性繊維が５～１００質量％、より好ましくは１０～５０質
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量％、特には１５～３０質量％含有されることが好ましい。本発明の難燃性繊維は難燃効
果が大きいため、少なくとも５質量％を含有されると難燃材として有効に使用できる。従
って、従来の部材に配合して難燃性を付与することができ、しかもその配合量が少量であ
るため、製品価格を安価にできると共に、従来の部材の風合いを損なわずに難燃効果を付
与することができる。
【００４５】
　このような難燃性繊維を含有する難燃材は、例えば、自動車の内装に使用されるシート
や、ピラガーニッシュ、リヤパーセル等の内張り、マット、カーペット等の床内張り、サ
ンバイザ、パッケージトレイ、アシストグリップなどの部品、その他、断熱材、各種遮音
材、防振材として使用することができる。
【００４６】
　本発明の第三は、（１）分解温度が２７０℃以上のポリリン酸アンモニウムを含有する
マスターバッチ、熱可塑性ポリエステル樹脂、およびカーボンブラックなどの着色剤を含
有するマスターバッチとを溶融混合し、次いで溶融紡糸することを特徴とする、難燃性ポ
リエステル繊維の製造方法、および（２）カーボンブラックなどの着色剤を含有するマス
ターバッチ、分解温度が２７０℃以上のポリリン酸アンモニウム、および熱可塑性ポリエ
ステル樹脂とを溶融混合し、次いで溶融紡糸することを特徴とする、難燃性ポリエステル
繊維の製造方法である。
【００４７】
　本来、ポリエステル樹脂に無機化合物を加えて繊維に紡糸することは困難であり、特に
ポリエステル樹脂と無機化合物との相溶性が不充分であるために糸切れなどが生じやすか
った。しかしながら、本発明では、マスターバッチを使用することで、溶融混合のみで簡
便に添加物を均一に溶融でき、この結果、糸切れすることなく紡糸できるのである。この
マスターバッチを用いる溶融混合は、上記、本発明の樹脂組成物の調製で記載したと同様
の方法である。また、溶融紡糸自体は、従来公知の紡糸方法を採用することができる。む
しろ、ポリリン酸アンモニウムを配合しつつも従来の溶融紡糸方法をそのまま採用できる
点に特徴がある。
【実施例】
【００４８】
　以下、本発明の実施例により具体的に説明する。
【００４９】
　（実施例１～５および比較例３～４）
　ポリリン酸アンモニウム１（クラリアントジャパン株式会社製Ｐｅｋｏｆｌａｍ　ＴＣ
　２０４粉末（平均粒径８μｍ）、Ｐ含有量３１．５％、Ｎ含有量１４．５％、重合度　
１０００、分解温度２７０℃以上）を含むマスターバッチと、ポリエチレンテレフタレー
ト樹脂（三菱化学株式会社製、商品名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）とをエクストルーダーで溶融
混合して、表１に示す割合の難燃性ポリエステル樹脂組成物（樹脂１～５および比較樹脂
３～４）をそれぞれ得た。次いでこれらを乾式法で引き取り速度５２０ｍ／ｍｉｎ、温度
２４０～２７０℃で溶融紡糸し、単糸６．６デシテックスの難燃性ステープル（難燃性繊
維１～５および比較難燃性繊維比３）を得た。なお、比較樹脂４に関しては、表１の比較
例４に示すように、上記と同様の乾式法で引き取り速度５２０ｍ／ｍｉｎ、温度２４０～
２７０℃で溶融紡糸を行ったが、紡糸できず、難燃性ステープルを得ることはできなかっ
た。また、上記ポリリン酸アンモニウム１を含むマスターバッチには、いずれの実施例及
び比較例もポリリン酸アンモニウム１を３０質量％配合したものを用いた。また、このマ
スターバッチの樹脂には、ポリエチレンテレフタレート樹脂（三菱化学株式会社製、商品
名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）を使用した。
【００５０】
　こうして得られた実施例１～５の難燃性繊維１～５および比較例３の比較難燃性繊維比
３について、難燃性、耐光性および機械的物性（強度および伸度）を調べた。結果を表１
に示す。なお、難燃性、耐光性および機械的物性（強度および伸度）の測定は以下に従っ
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た。
【００５１】
　（１）難燃性は、特開２００１－２７９０７３号公報に記載の方法に準じて測定した。
予め得られた難燃性繊維ないし難燃材を１７０±２℃の恒温乾燥機内に１０分間放置した
ものを使用した。
【００５２】
　試験片として、１５０ｍｍ×１００ｍｍ×２０ｍｍのステンレス製バスケットに全面が
均一に、繊維方向が縦に一定となるようにほぐした１０ｇの難燃綿をいれた。また詰めた
際に、外形から繊維綿が出ないように表面をドライヤーで軽く当てて平らにして、試験片
とした。この試験片を設置台から２５２ｍｍの位置に試験片のふた側が下となるように水
平に固定した。なお、網目は０．２～０．４ｍｍφのアルミ線を１８メッシュに編んだも
のであり、上蓋は６５ｍｍ×８０ｍｍの窓を横に２つ並べて開けたものである。
【００５３】
　火源は、燃料の十分あるチャッカマン（Ｖｅｓｔａチャッカマン　株式会社東海製）と
し、炎長５０ｍｍ、着火口から試験片までの距離を２０ｍｍとした。
【００５４】
　試験片のほぼ中央に点火し、点火後は火源の周囲の空気を静穏な状態に保ち、燃焼が終
了するまで放置した。炎を試験片に１０秒間あてて燃え方を観察した。なお炎を当ててか
ら着火までの平均時間（秒）、着火してからの燃焼時間の平均時間（秒：残炎平均時間）
および最大時間（秒：残炎最大時間）、炭化長の最大値（ｍｍ）を測定し評価した。１試
料について５試験片を用い、かつ各試験片について２点で評価した。従って、上記平均と
は１０測定の平均であり、最大とは１０測定の最大値である。
【００５５】
　（２）耐光性は常温、水銀灯下１５ｃｍで２４時間放置したのち、ΔＥ＊ａｂ値を、Ｃ
Ｍ－３６００ｄ（コニカミノルタ製）で測定した。また、耐光堅牢度は、ＪＩＳ　Ｌ０８
４２（－１９９６）「紫外線カーボンアーク灯光（第３露光法）」で４０時間照射で行い
等級で示した。なお、試験数は３とした。
【００５６】
　（３）機械的物性（強度および伸度）は、卓上型材料試験機　ＳＴＡ－１１５０（株式
会社オリエンテック製）で測定した。１試料について１０測定した。
【００５７】
　（実施例６～８）
　ポリリン酸アンモニウム１（クラリアントジャパン株式会社製Ｐｅｋｏｆｌａｍ　ＴＣ
　２０４粉末（平均粒径８μｍ）、Ｐ含有量３１．５±０．５％、Ｎ含有量１４．５±０
．５％、重合度１０００、分解温度２７０℃以上）を含むマスターバッチと、ポリエステ
ル中にカーボンブラックを３５質量％配合したマスターバッチ、およびポリエチレンテレ
フタレート樹脂（三菱化学株式会社製、商品名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）とをエクストルーダ
ーで溶融混合して、表１に示す割合の難燃性ポリエステル樹脂組成物（樹脂６～８）をそ
れぞれ得た。次いでこれらを乾式法で引き取り速度５２０ｍ／ｍｉｎ、温度２４０～２７
０℃で溶融紡糸し、単糸６．６デシテックス、Ｌ値１０～２０の難燃性ステープル（難燃
性繊維６～８）を得た。なお、上記ポリリン酸アンモニウム１を含むマスターバッチには
、いずれの実施例もポリリン酸アンモニウム１を３０質量％配合したものを用いた。また
、このマスターバッチの樹脂には、ポリエチレンテレフタレート樹脂（三菱化学株式会社
製、商品名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）を使用した。カーボンブラックを３５質量％配合したマ
スターバッチのポリエステルには、ポリエチレンテレフタレート樹脂（三菱化学株式会社
製、商品名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）を使用した。
【００５８】
　こうして得られた実施例６～８の難燃性繊維６～８について、実施例１と同様にして難
燃性、耐光性および機械的物性とを評価した。結果を表１に示す。
【００５９】
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　（比較例１）
　ポリリン酸アンモニウム１に代えて、株式会社鈴裕化学製の分解温度２５０℃のポリリ
ン酸アンモニウム２（ファイアカット　Ｐ－７６０；（平均粒径８μｍ））を用いる以外
は、実施例３と同様にして難燃性ステープル（比較難燃性繊維比１）を得た。
【００６０】
　こうして得られた比較例１の比較難燃性繊維比１について、実施例１と同様にして難燃
性、耐光性および機械的物性とを評価した。結果を表１に示す。
【００６１】
　（比較例２）
　ポリエチレンテレフタレート樹脂（三菱化学株式会社製、商品名「ＮＯＶＡＰＥＸ」）
のみを乾式法で引き取り速度５２０ｍ／ｍｉｎ、温度２４０～２７０℃で溶融紡糸し、単
糸６．６デシテックスの難燃性ステープル（比較難燃性繊維比２）を得た。
【００６２】
　こうして得られた比較例２の比較難燃性繊維比２について、実施例１と同様にして難燃
性、耐光性および機械的物性とを評価した。結果を表１に示す。
【００６３】
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【表１】

【００６４】
　（実施例９）
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　実施例１、４および６で得た難燃性繊維１、４および６に、難燃加工未処理繊維（表中
、未処理繊維と表記する）を表２に示す割合で配合して難燃綿を調製し、難燃材１～４と
した。これらの難燃性を調べた。なお、難燃加工未処理繊維は、ポリエステル樹脂組成物
としてポリリン酸アンモニウムを含ませないこと以外は実施例４と同様にして調製したポ
リエステル樹脂組成物を紡糸した未処理繊維である。難燃材１～４（難燃綿）の難燃性は
、実施例１と同様の方法を採用した。結果を表２に示す。
【００６５】
　また、表２において、市販の難燃性繊維である比較難燃性繊維１、比較難燃性繊維２お
よび比較難燃性繊維３を用いて、上記の難燃材１に準じて難燃綿を調製し、比較難燃材１
～３とし、これらの難燃性を調べた結果を合わせて示す。これら比較難燃性繊維１～３に
使用された難燃剤は、比較難燃性繊維１：ブロム系難燃剤（東ソー株式会社製、商品名「
フレームカット１１０Ｒ」、成分デカブロモジフェニルエーテル）８質量％、ブロム系難
燃剤（東ソー株式会社製、商品名「フレームカット６１０Ｒ」、成分三酸化アンチモン）
３質量％、およびポリエチレンテレフタレート８９質量％からなり、比較難燃性繊維２は
、帝人株式会社製、商品名「トレビラ」、比較難燃性繊維３は、東洋紡績株式会社製、商
品名「ハイム」である。
【００６６】
　また、比較難燃性繊維１～３および比較例１～３で得られた難燃性繊維（比較難燃性繊
維比１～３）に、難燃加工未処理繊維を表２に示す割合で配合し、上記の難燃材１に準じ
て難燃綿を調製し、比較難燃材４～９として、これらの難燃性を調べ、その結果を表２に
示した。難燃性は、実施例１と同様の方法を採用した。
【００６７】
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